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サステナビリティ保証業務実務指針5000の公表
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サステナビリティ保証業務実務指針5000「サステナビリティ情報の保証業務に関する実務指針」（以
下「サス保実5000」という）が最終化され、日本公認会計士協会（以下「JICPA」という）から2026
年3月23日に公表されました。

参考： JICPA「サステナビリティ保証業務実務指針5000「サステナビリティ情報の保証業務に関する実務指針」等の概要」P.7

サス保実5000の特徴

 本公開草案の主なポイント
国際監査・保証基準審議会（IAASB）がサステナビリティ情報の保証業務に対するグローバル・ベースラインを提供する
包括的な基準として2024年11月に、国際サステナビリティ保証基準（ISSA）5000「サステナビリティ保証業務の一般
的要求事項」（以下「ISSA5000」という）を公表しました。我が国でも議論中の制度保証義務化へ対応するため、
ISSA5000と整合する実務指針としてJICPAがサス保実5000を公表しました。

• サス保実5000はISSA5000と基本的に同内容とし、日本独自の規定を極力設けない方針で作成されています。
• 原則主義に基づく包括的な基準となっており、サステナビリティ情報に関するすべての保証業務*1に適用可能となっ
ています。

• 限定的保証と合理的保証業務の両方の水準の業務に対応しています。
• 保証業務契約の締結から保証報告書の作成まで、保証業務の開始から完了までを扱っています。
• サステナビリティ情報の保証業務に特化した独立した基準となっており、他の基準等の参照は不要となっています。
• 保証業務の提供に当たり、品質管理基準報告書および倫理規則の適用を前提としています。

2027年4月1日以後開始する期間、または2027年4月1日以後の特定の日付時点のサステナビリティ情報に対する保
証業務から適用（早期適用可）。

背景

概要

適用時期

サス保実5000の主なポイント

2026年3月23日

限定的保証と合理的保証

独立した基準

品質管理基準報告書及び倫理規則の適用が前提

*1：温室効果ガス報告に対する保証業務にもサス保実5000を適用する

原則主義に基づく包括的な基準

サステナビリティ情報に関するすべての保証業務に適用

サステナビリティ保証業務の開始から完了までを扱う 国際的なサステナビリティ保証の基準と整合的
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http://www.deloitte.com/jp/audit

IS/BCMSそれぞれの認証範囲はこちらをご覧ください
http://www.bsigroup.com/clientDirectory
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います。

Deloitte（デロイト）は、最先端のプロフェッショナルサービスを、Fortune Global 500®の約9割の企業や多数のプライベート（非公開）企業を含むクライアントに提
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JICPAのサイト

サステナビリティ開示・保証の最新規制動向
日本・ヨーロッパ・南北アメリカ・アジアパシフィックにおけるサステナビリティ情報の開示・保証の規制に関する最新動向を取
りまとめています。

サステナビリティ保証業務実務指針5000「サステナビリティ情報の保証業務に関する実務指針」
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